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令和７年（２０２５年）１２月実施 
 

箕面市任期付職員採用試験募集案内 
                                    箕  面  市 

 

１．採用職種、募集人数、受験資格（＊受験者の国籍は問いません。） 

Ａ.任期付職員 

職種 募集人数 受験資格 

㋐小学校講師 

（授業支援員） 
１名 

昭和３６年４月２日以降に生まれ、小学校教諭免許を有するかた（令和

８年３月末までに取得見込みを含む） 

★地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当する人は受験できません。 

 

Ｂ.任期付短時間勤務職員 

職種 募集人数 受験資格 

㋐放課後児童支援員  
９名 

程度 

昭和３６年４月２日以降に生まれ、下記のいずれかの要件を満たす者

（いずれも令和８年３月末までに卒業・取得見込みを含む） 

①保育士の資格を有する者 

②社会福祉士の資格を有する者 

③学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、

同法第９０条第２項の規定により大学への入学を認められた者若し

くは通常の課程による１２年の学校教育を修了した者(通常の課程

以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者

(⑨において「高等学校卒業者等」という。)であって、２年以上児童

福祉事業に従事したもの 

④教職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状

を有する者 

⑤学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学、

社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当す

る課程を修めて卒業した者 

⑥学校教育法に基づく大学において、社会福祉学、心理学、教育学、

社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当す

る課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第１０

２条第２項の規定により大学院への入学が認められた者 

⑦学校教育法に基づく大学院において、社会福祉学、心理学、教育

学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに

相当する課程を修めて卒業した者 

⑧外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術

学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修

めて卒業した者 

⑨高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全育成事

業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの 

⑩５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が

適当と認めたもの 

㋑支援教育支援員 ８名 

次の条件をすべて満たすかた 

①昭和３６年４月２日以降に生まれたかた 

②教員免許（特別支援学校、幼稚園、小学校、中学校）、保育士資格

を有するかた又は介護職員初任者研修修了者（旧ホームヘルパー

資格取得者を含む）（いずれも令和８年３月末までに取得見込みを

含む） 

③支援教育と学校現場に理解が有り、協調性に優れ、体力のあるかた 
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㋒小学校講師 

（授業支援員） 
１名 

昭和３６年４月２日以降に生まれ、小学校教諭免許を有するかた（令和

８年３月末までに取得見込みを含む） 

㋓中学校講師 

（授業支援員） 
2名 

昭和３６年４月２日以降に生まれ、中学校教諭免許を有するかた（令和

８年３月末までに取得見込みを含む） 

㋔学校図書館司書 ２名 
昭和３６年４月２日以降に生まれ、司書資格を有するかた（令和８年３

月末までに取得見込みを含む） 

★地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当する人は受験できません。 

 

※小学校講師（授業支援員）は、任期付職員と任期付短時間勤務職員の２つの勤務形態を一度でダブ

ル受験できます。ダブル受験を希望するかたは、エントリー時に受験を希望する職種欄で「小学校講

師（任期付職員・任期付短時間勤務職員）」を選択してください。 

 

２．業務内容 

Ａ.任期付職員 

職種 業務内容 

㋐小学校講師 

（授業支援員） 
・小学校の授業担当 

 

Ｂ.任期付短時間勤務職員 

職種 業務内容 

㋐放課後児童支援員 

・学童保育等、放課後関連事業において、子どもたちの主体的な遊びや生活が可

能となるよう支援を行うとともに、それら活動状況の把握、健康管理、安全確保及

び保護者等との連絡調整等を行う業務 

㋑支援教育支援員 ・箕面市内の小中学校の支援学級に在籍する児童・生徒等への介助及び支援 

㋒小学校講師 

（授業支援員） 
・小学校の授業担当 

㋓中学校講師 

（授業支援員） 
・中学校の授業担当（教科不問） 

㋔学校図書館司書 

・小中学校の学校図書館の資料管理、設備の整備、運営 

・学校図書館を活用した授業の支援 

・読書活動推進 

 

３．勤務場所、勤務時間 

Ａ.任期付職員 

職種 勤務場所 勤務時間 

㋐小学校講師 

（授業支援員） 
市内の小学校 

平日 ８：１５～１６：４５ 

※条例等の規定による 

Ｂ.任期付短時間勤務職員 

職種 勤務場所 勤務時間 

㋐放課後児童支援員 市内の小学校 年間で１週間当たりの平均勤務時

間が３１時間となるよう勤務時間を

所属長が割り振ります。 

（ただし、㋑㋒㋓㋔については、３季㋑支援教育支援員 市内の小中学校 
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㋒小学校講師 

（授業支援員） 
市内の小学校 

休業期間以外は、原則として土・日

曜日・祝日を休日とし、３季休業期

間等で年間の勤務時間の調整を行

います。また、㋐は、祝日・年末年始

を除く月曜日～土曜日に勤務を割

り振ります。） 

㋓中学校講師 

（授業支援員） 
市内の中学校 

㋔学校図書館司書 

市内の小中学校等 

※人事異動により公立図書館に配属される

可能性があります。 

 

４．給 与 

  給与は、採用時の条例等の規定により定める額が支給されます。 

Ａ.任期付職員 

職種 給与月額 

㋐小学校講師（授業支援員） 2７７,７０0円 

 

Ｂ.任期付短時間勤務職員 

職種 給与月額 

㋐放課後児童支援員 ２０６,００0円 

㋑支援教育支援員 ２０２,１００円 

㋒小学校講師（授業支援員） 
2２２,20０円 

㋓中学校講師（授業支援員） 

㋔学校図書館司書 ２０２,１００円 

現条例等による採用時の給与は、概ね上記一覧の額（地域手当を含む）です。このほか、通勤手当、時

間外勤務手当などの諸手当が支給されます。また６月、１２月には、期末手当や勤勉手当が支給されま

す。 

 

５．任用期間 

令和８年（202６年）４月１日から令和１１年（202９年）３月３１日まで 

※ただし、昭和４３年４月１日以前に生まれたかたについては、６０歳に達する日以後の最初の３月３１

日、昭和３８年４月１日以前に生まれたかたについては、６５歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

でとなります。 

※小学校講師（授業支援員）及び中学校講師（授業支援員）は令和８年（202６年）４月１日から令和

９年（202７年）３月３１日までとなります。 

 

６．受験手続 

（１）申込方法 

下記ＵＲＬまたはＱＲコードからお申込みください。メールアドレス入力後、登録したメールア
ドレスに入力フォームの案内メールが送信されますので、記載のＵＲＬにアクセスし、必ず、最後
まで入力してください。（入力後、送信ボタンを押すと、申込完了メールが届きます。）なお、入力
フォームには、文章入力及び写真のアップロード等が必要です。入力フォームで入力項目を事
前に確認し、入力内容を準備した上で、手続きをしてください。（システム上、入力には一定の時
間制限があります。） 

 
   申し込みＵＲＬ：https://logoform.jp/form/5CLo/1282286 
   申し込みＱＲコード： 
 
 
 

 

（２）申込期間 

令和７年（202５年）１１月２４日（月）まで 
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※令和７年１１月２４日(月)の２３時５９分までに申込みデータが箕面市のサーバーに到着したものに

限り受け付けます。申込期限直前は、システムが混み合うおそれがあるため、余裕をもって手続き

してください。 

 

７．試験について 

通知日 

・放課後児童支援員 
１１月２５日（火）以降にメールで通知

します。 

・支援教育支援員 

・小学校講師（授業支援員）（任期付

職員及び任期付短時間勤務職員） 

・中学校講師（授業支援員） 

・学校図書館司書 

１２月８日（月）以降にメールで通知し

ます。 

※申込手続きに不備があり、失格となったかたには通知しません。 

試験日 

・放課後児童支援員 １１月２８日（金）を予定 

・支援教育支援員 

・小学校講師（授業支援員）（任期付

職員及び任期付短時間勤務職員） 

・中学校講師（授業支援員） 

・学校図書館司書 

１２月２０日（土）を予定 

※応募者多数の場合、日程調整のうえ別日程で実施する可能性があります

ので、予めご了承ください。 

※試験日の変更は受け付けませんので、予めご了承ください。 

試験会場 箕面市役所等 

試験内容 面接 

 

８．合格発表等   令和８年１月上旬以降 ※放課後児童支援員は１２月中旬以降 

 ・事前に提出いただいた作文と面接の結果を以って合否を決定します。 

・合否にかかわらず、受験者全員に対し、本人あて郵送で通知します。 

 

９．注意事項 

①この試験において提出された書類等は、受付後、一切返却しません。 

②提出書類の記載事項に不実の記載があるときは、公務員として資格を失うことがあります。また、採用

後においても免職されることがあります。 

③受験に際して箕面市が収集した個人情報は、職員採用試験実施の円滑な遂行のために用い、個人情

報の保護に関する法律に基づき適正に管理します。 


